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2040年に向けた高等教育のグランドデザイン案への意見 

 

2 0 1 8 年 1 0 月 2 6 日 

日 本 商 工 会 議 所 

東 京 商 工 会 議 所 

 

人口減少と地方の疲弊が進む一方でグローバル競争が激化する中、教育は国づく

りの根幹であり、改革の遅滞は許されない。2018年 10月 10日付でパブリックコメ

ントに付された標記グランドデザイン案については概ね妥当なものとして評価でき

るが、①産業人材の育成・供給、②研究開発力の強化と社会実装、③地方創生、の

３点の視点で下記のとおり意見を申し述べるので、グランドデザインに反映される

よう、検討をお願いする。 

 

記 

 

■Ⅱ．教育研究体制 多様な学生について 

 

（働きながら学びやすいリカレント教育プログラムの開発） 

 人生 100年時代において、生涯現役社会を実現させるためには、リカレント教育を充

実させ、第４次産業革命で生まれてくる先駆的な技術等を、社会人がいつでも学び直し、

修得することができる教育体系を構築することが必要である。 

 このため、リカレント教育のプログラム開発にあたっては、働きながら学びやすい仕

組みを構築するとともに、産業界が必要とするスキルを習得できるプログラムとする必

要がある。プログラムの開発にあたっては、「地域連携プラットフォーム（仮称）」を活

用することも効果的である。 

 なお、リカレント教育の推進にあたっては、教員に過度な負担がかからないよう配慮

することも必要である。 

 

■Ⅱ．教育研究体制 多様な教員について 

 

（高等教育機関と実務家教員とのマッチングシステムの構築） 

 産業人材の育成のためには、アカデミックな知識に加え、実務に即したより実践的な

知識やスキルを習得することが必要であり、産業界と連携し、実務家教員を含む多様な

人材を、組織の枠を越えて柔軟に登用することが必要である。特に専門職大学において

は、ＡＩ・ＩＴ・福祉等の各分野における専門性の高い教員の確保と、「臨地実務実習」

や「連携実務演習」の実施が必要であり、産業界との緊密な連携が不可欠である。なお、

地方においては、教員や研究者の流出が深刻な実態もあり、この対策も併せて必要であ

る。 

実務家教員の登用にあたっては、高度な技術を持った企業のＯＢ人材などを活用する

ことが効果的であり、高等教育機関の人材ニーズとＯＢ人材などの能力を全国規模で効

率的にマッチングする仕組みの構築が必要である。 
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（ＡＩによるバーチャル授業の導入） 

2040年の社会においては、第４次産業革命によるイノベーションでＡＩ技術などが

社会実装され、教育現場にも技術革新の波が及ぶものと予想される。 

教育は、教員による学生に寄り添った手厚い指導が基本であるが、こうしたイノベ

ーションの急速な進展に鑑みれば、一般的・定型的な授業は、民間の予備校などで既

に導入が始まっているＡＩによるバーチャル授業などに委ね、教員はＡＩにはできな

い高度で専門的な授業や研究開発に時間を有効活用することも考えられる。 

 

■Ⅱ．教育研究体制 多様で柔軟な教育プログラムについて 

 

（初等教育段階から一貫した教育体系の構築） 

2040年の社会においては、第４次産業革命により経済社会構造が劇的に変化してお

り、これに伴い製造ラインのワーカーや企業の調達管理部門など従来型のミドルスキ

ルの仕事は大きく減少し、データサイエンティストなどの職業が増加することが予想

される。こうした就業構造の転換に対応した人材育成が必要となる。 

第４次産業革命を担う研究を職業とする若者を後押しするため、たとえば、科学技術

者を目指す子どもが、大学や大学院に入ってから職業を考えるのではなく、初等教育段

階から将来の職業を意識し、一貫して理科を学び続けられるような教育体系を構築する

ことが必要である。 

 

■Ⅱ．教育研究体制 大学の多様な「強み」の強化について 

 

（大学固有の資源を活用した地方大学発ベンチャーの創出促進） 

大学などの高等教育機関が保有する休眠知財や研究成果、さらには優秀な教員などの

大学固有の資源を、オープンイノベーションなどを通じて徹底活用することで、地方大

学発ベンチャーを創出することが求められる。 

 

（文部科学行政手続の簡素化） 

 高等教育機関は、人材育成と研究の２つの使命を有しており、人材育成機能の充実に

加え、先端的な研究を推進することにより、イノベーションを創出していくことも重要

である。 

しかしながら、高等教育機関においては、教員にとって、文部科学行政に係る手続の

事務負担が大きく、研究に支障が出ているとの声もある。このため、政府決定事項であ

る行政手続コストの 20％削減の確実な実行はもとより、事務の電子化・効率化を進め、

教員が研究時間を確保して成果を上げられるような環境整備が必要である。 

 

■Ⅳ．18 歳人口の減少を踏まえた高等教育機関の規模や地域配置 地域における高等教育について 

 

（キャリア教育の教育体系への位置付けと強力な推進） 

 キャリア教育は、子どもたち・若者たちに働く意義と地域の企業の魅力を教えること

を通じて人生観や職業観を醸成するだけでなく、若者の地元定着を促進する効果も期待
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される。地方創生が全国的な喫緊の課題であることを踏まえれば、キャリア教育を教育

体系の中に明確に位置付け、強力に推進する必要がある。 

 

（「地方創生インターンシップ」の教育体系への位置付けと強力な推進） 

 若者の大都市部への流出が深刻化する中、地元定着やＵＩＪターン促進の観点で、「地

方創生インターンシップ」は有効な取り組みであり、キャリア教育の一環として教育体

系に明確に位置付け、強力に推進する必要がある。その際、参加学生が地方の企業を訪

れるための経費の補助制度を創設するなど、取り組み拡大に向けた支援策をお願いした

い。 

 

（「地域連携プラットフォーム（仮称）」の設置根拠） 

 教育は、教育機関のみならず、産業界、地方公共団体などの多様な関係者が連携協力

し、地域総がかりで推進する必要があり、「地域連携プラットフォーム（仮称）」の構築

がその鍵を握る。 

 現在、各地域においては、「地方版まち・ひと・しごと創生総合戦略」を推進するた

めの産・官・学・金・労・言により構成された組織体が数多く存在しており、これを活

用して当該プラットフォームを構築することが効果的である。 

そして、当該プラットフォームの実効性を確保するため、「地方版まち・ひと・しご

と創生総合戦略」、または、地方自治体の「マスタープラン」などの中で明確に位置付

けることで、キャリア教育を含む地域ぐるみでの教育の推進体制を構築する必要がある。 

 

■Ⅴ．各高等教育機関の役割等について 

 

（専門職大学・専門職短期大学の設置促進） 

 高度な実践力とイノベーションを生み出す力を兼ね備えた人材を育成する専門職大

学・専門職短期大学は、地域の中核を担う産業人材の育成・確保につながるものとして

高い期待が寄せられている。そのため、申請者に対して制度趣旨の十分な周知などを行

い、設置を促進すべきである。 

 

■Ⅶ．今後の検討課題について 

 

（改革の実効性を担保するＰＤＣＡサイクルの構築） 

 グランドデザインで示された方針はいずれも重要なものであり、今後の検討課題とし

て示された「リカレント教育」や「学位等の国際的通用性の確保」なども、早急に検討

して結論を出し、実施に移すべきである。 

また、教育は、国づくりの根幹であり、改革の遅滞は許されない。今後、グランドデ

ザインに基づき個別の施策を進めていく際には、ＫＰＩを設けて優先順位をつけるとと

もに、関係するデータの整備を進め、エビデンスに基づく実効性のあるＰＤＣＡサイク

ルを構築する必要がある。 

以上 


